
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
号 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
県
県
民
活
動
総
合
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

公
益
財
団
法
人
い
き
い
き
埼
玉 

 
 

埼
玉
県
北
足
立
郡
伊
奈
町
内
宿
台
六
丁
目
二
十
六
番
地 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 


